
立
文
三
年
三
且
政
。
五
代
太

mw礼
文
一
一
一
年
六
且
十
村

役
と
な
り
、
班
徳
二
年
七
N
M
裂
。
六
代
太
聞
社
徳
三

年
十
月
十
村
役
と
な
り
、
貸
出
間
十
年
七
且
裂
。
七
代

到
兵
衛
白
川
円
十
年
十
二

M
か
ら
天
明
二
年
六
且
ま
で

十
村
役
を
勤
め
、老
後
沈
休
と
い
ひ
、
八
年
十
M
夜。

八
代
況
兵
衛
は
一
大
明
二
年
六
且
平
十
村
、
立
政
九
年

七
且
御
扶
持
人
前
、
文
化
三
年
十
二
且
御
扶
持
人
と

な
り
、
七
年
六
月
夜
。
九
代
太
山
は
楚
子
で
、
文
化

十
二
年
平
十
村
と
な
り
、
十
一
年
八
月
間
担
。
十
代
太

mも
益
子
で
、
文
政
元
年
十
二
且
M
T
十
判
、
四
年
七

月
年
部
川
、
天
保
十
年
御
扶
持
人
孤
、
イ

一
年
正
且

御
扶
持
人
十
村
と
な
り
、
筒
字
を
治
さ
れ
て
仲
川
出
川
太

間
と
務
し
た
が
、
弘
化
二
年
制
下
長
附
村

rn姓山
H
返

耐
の
件
に
就
き
、
公
取
起
に
磁
込
訴
を
な
し
て
入
牢

を
命
ぜ
ら
れ
、
奴
年
一化
且
に
以
ん
叫
ん
。
初
年
不
符
。

十
一
代
五
兵
衛
弘
化
四
年
平
十
村
を
命
ぜ
ら
れ
、

第

永
元
年
太
郎
右
衛
門
と
改
め
、
}
出
年
九
月
役
他
免
除
、

山
氏
久
二
年
七
月
間
問
。
」
l

二
代
太
聞
は
町
分
間
制
昨
と
し

て
機
務
に
合
し
た
。

ダ

イ

ム

大
夢
』
ナ
ホ
ヤ

マ
ダ
イ
ム
旺
山
大

mv
。ダ

イ
メ
イ
代
明

』
イ
ハ
キ
Y

ロ

出
訂
以
司
鰍
。

ダ
イ
モ
ン
大
門

出

品

市
矢
川
の
内
の
小
手
o

h
F
イ
モ
ン
グ
ベ
ン

割
問
感
時
間
一
加
。
文
化
九

年
六
且
日
川
封
川
が
或
人
の
問
に
答
へ
て
、
一加
引
税

の
人
持
・年
お
・家
老
な
ど
の
名
円
に
就
き
排
じ
た
も

の
。
間
百
の
到
滞
卿
大
夫
考
徴
は
、
却
に
そ
れ
を
詳

述
し
た
も
の
で
、
前
に
或
人
と
言
う
た
の
は
、
旧民辿

愛
が
家
臣
山
中
向
wu
を
以
て
問
は
し
め
た
の
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。

ダ
イ
モ
ン
ジ
ヤ
サ
ブ
ロ
エ
モ
ン
大
文
字
屋
三
郎

右
衛
門

金
仰
の
町
入
。
そ
の
同
絡
自
に
蹴
れ
ば
、

苅
副
大
文
字
鹿
似
兵
衛
は
、
小
帆
前
大
文
字
町
に
居
住

タ
イ

ダ
イ
モ
ン
ヤ
マ
大
門
山

石
川
榔
の
東
間
に
あ

っ
て
、
結
中
に
跨
る
。
向
さ
一
夜
七
二
米
。
地
阿
川石

英
和
而
出
口
。
鷺
山
間
代
初
け
か
ら
約
一

一
一粁。

ダ
イ
ヨ
ウ
子
γ
ヨ

ウ

大

用
懇
照
金
神
山
田
淵
宗

民
間
寺
十
四
代
の
住
待
。
生
凶
は
伯
話
。
卒
保
九
年

十
対
越
前
市
枯
れ
永
述
寺
よ
b
法
山
し
、
十
四
年
十
二

月
二
日
到
仙
巾
泊
化
し
た
。

ダ
イ
ヨ
ウ
ジ

大
用
寺

臥
京
郷
小
泉
に
在
っ
て
、

町
制
宗
に
印
刷

L
、
天
一
止
抗
年
正
副
の
創
立
と
し
、
前

川
利
家
よ

b
五」
I
恨
の
地
を
協
は
っ
た
。
叉
天
正
五

年
阿
部
脱
細
川
村
山
党
長
院
八
代
彩
飢
の
岡
田
虫
と
普
い
た

も
の
も
あ
る
か
ら
、
X
L
山肌と
彩
飢
と
は
間
人
で
あ
ら

う
。
大
問
寺
は
今
隠
せ
ら
れ
て
存
せ
ぬ
。

ダ
イ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ン
キ
ヨ
ウ
大
慈
淳
一一畢
町
制
宗

の
併
。
能
殺
の
入
。
総
待
寺
に
出
附

L
、
次
い
で
能

脅
の
泊
施
帯
十
七
代
、
信
協
の
鑓
松
寺
に
隠
位
し
た
。

h
F
イ
ヨ
ウ
ポ
ン
セ
イ
太
容
焚
清

W
制
宗
の
例
。

磁
階
の
入
、
日
出
氏
。
州
の
一
一
耐
昌
寺
開
祖
石
屋
に
制

度
せ
ら
れ
、
附叫氷
4
N
三
年
川
打
抜
須
知
に
玉
川
出品
寺
を
創

め
、
次
い
で
加
れ
の
仰
陀
寺
に
移
り
、
サ
九
年
能
殺

の
飽
持
寺
に
判
じ
た
。
そ
の
若
太
一
軒
都
附
山
市
録
は
一

に
玉
川
品
開
制
太
容
和
問
削
品
目
と
も
い
ふ
が
、
内
容
は

総
待
寺
に
於
け
る
附
録
で
あ
る
。

主
イ
ヨ
ウ
レ
キ
太
陽
暦

明
治
五
年
十

一
且
二

十
日
石
川
鯨
椛
令
内
町
政
風
は
管
内
に
令

L
、
十
二

L
、
一
芳
首
の
越
中
佐
々
成
政
征
伐
に
附
府
の
際
に
は
、

そ
の
旅
宿
を
命
ぜ
ら
れ
て
川
以
銘
の
刀
一
肢
を
拝
領

L
、
叉
前
川
利
家
の
故
前
を
肋
め
た
こ
と
も
あ
る
。

次
い
で
朝
間
中山
品
川
初
公
震
か
ら
能
楽
部
の
天
秤
取
を

命
ぜ
ら
れ
、
前
川
利
投
も
亦
能
楽
部
天
秤
峨
た
る
刊

誌
を
賜
う
た
が
、
九
右
衛
門
の
時
金
制
押
に
引
越
し
、

商
御
均
町
の
町
民
政
に
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
あ

る。

h
F
イ
リ
ヨ
ウ
コ
ウ
ネ
ン
プ
太
梁
公
年
時
間
一
加
。

前
回
治
怖
の
延
vr
二
年
正
且
紙
生
か
ら
、
安
永
八
年

十
二
且
ま
で
の
年
純
で
あ
る
。

タ
イ
リ
ヨ
ウ
ジ

競
T
寺

石
川
郡
石
立
に
在
っ

て
、由
民
宗
東
一
献
に
印
刷
す
る
。
も
と
遺
密
で
あ
っ
た
が
、

明
治
十
一
年
八
且
寺
川
町
の
公
務
を
許
さ
れ
た
。

ダ
イ
リ
ヨ
ウ
ナ
カ
大
領
中

能
曲
目
制
筒
代
郷
に

因
す
る
部
滞
。
も
と
は
つ
屋
と
い
う
た
。
大
領
村
彦

右
衛
門
が
冗
文
元
年
に
提
出
し
た
税
引
畷
合
戦
の
m
M

替
に
、『
飽
が
馬
場
よ
り
丹
羽
五
郎
左
衛
門
絞
御
間
後

成
、

一
つ
屋
村
よ
り
大
領
村
へ
御
移
被
成
候
と
承
及

候
。
』
と
見
え
る
。

h
F
イ
リ
ヨ
ウ
イ
ン
太
梁
院
加
賀
滞
京
第
十
一

代
前
問
治
的
の
法
制
胤
。
詳
し
〈
は
太
梁
院
俊
山
徳
英

大
阪
士
。

且
三
日
を
以
て
明
治
六
年
一
且
一
日
と
定
め
、
後
太

陽
何
に
従
う
て
一
年
を
三
百
六
十
五
日
十
二
且
と
な

L
、
四
今
年
悔
の
二
且
に
問
一
日
を
置
き
、

一
日
の

時
刻
を
白
夜
存
分
4
H

問
時
に
定
め
、
文
従
来
時
反
儀

の
時
刻
を

何
字
と
椴
し
た
る
を
何
時
に

収
め
し
め

た
。
以
上
は
皆
本
年
十
一
且
九
日
御
下
賜
の
詔
普
及

び
太
政
官
の
布
告
に
銭
っ
た
も
の
で
あ
る
。

h
F
イ
リ
ュ
ウ
イ
ン
太
穏
院

自
山
部川
中
山
第
四
代

前
間
利
般
の
法
凱
。
狩
し
く
は
太
開
院
恕
天
日
治
大

田
士
。

ダ
イ
リ
ュ
ウ
ジ
大
能
寺

鳳
主
制
中
間
雨
に
あ

っ
て
、
W
制
宗
に
間
制
す
る
。
山
鋭
は
臥
宝
山
。
臨
長

三
年
大
沼
圭
徐
開
基
。
初
は
岡
部
川
尻
に
在
っ
た
。

ダ
イ
リ
ヨ
ウ
大
領

能

楽

部
商
代
郷
に
関
す
る

部
訴
。
一
オ
閣
の
時
郡
司
の
居
た
加
で
あ
ら
う
。
艇
長

五
年
八
且
波
弁
畷
の
役
に
長
氏
諸
士
の
践
残
し
た
の

は
こ
の
領
内
で
あ
っ
た
。

J
ア
サ
ヰ
ナ
ハ
テ
抽
出
井

駁。

四
九
九

h
F
イ
レ
イ
イ
ン
太
持制限

総
間
信
キ
の
女
で
前

田
利
口
問
に
誌
は
れ
、
背
山
由
同
陥
夫
人
と
な
っ
た
も
の

の
法
鋭
。
訴
し
〈
は
太
凱
院
松
出
官
民
総
大
姉
。

ダ
イ
レ
ン
ジ
大
蓮
寺

金
滞
野
川
に
在
っ
て
、

銃
池
山
と
凱
L
、
開
土
宗
に
邸
す
る
。
初
め
部
川
一
辿
枇

民
盤
恕
自
は
七
尾
西
光
寺
に
町
た
が
、
院
長
九
年
小

塚
淡
怖
の
附
に
限
じ
て
金
制
作
に
終
り
、
御
厩
川
に
之

を
建
て
た
o
H
(
の
後
命
に
依
り
地
貨
問
川
に
彩
。
、

真
に
今
の
地
へ
紗
っ
た
。

ダ
イ
レ
ン
ジ
大
蓮
寺
湖
咋
抑
制
制
岐
に
在
っ
て
、

日
一
辿
宗
に
印
刷
し
、
究
永
元
年
日
受
の
即
日
'V
A

で
あ
る
。

ダ
イ
レ
ン
ジ
大
淫
寺

臥
渋
附
叩
に
在
っ
て
、

山
田
制
宗
に
m
闘
す
る
。
天
一
止
=
年
前
彼
の
制
光
寺
十
一
一
一

代
山
川
山
文
訟
の
閉
山
と
い
ふ
。

ダ

イ

口

大
歯

l
オ
ホ
ヒ
大
問
問
。

h
F
イ
ロ
ウ
大
老

大

年
得
と
も
い
」
。
人
持
組

問
の
余
暇
で
あ
っ
た
。
初
め
・
本
多
安
印
守
政
震
・杭

山
山
城
守
長
知
が
い
M
肢
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
前
削

利
治
時
代
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。
正
保
年
巾

二
人
卒
L
、
そ
の
後
本
多
安
防
政
托
・H
N
九
郎
左
衛

門
池
駅
・
杭
山
左
衛
門
忠
次
が
勤
め
た
。
辿
舶
は
抱

文
十
一
日
叩
、
忠
次
は
延
校
八
年
に
死
L
、
'
川
口
千
三
年

に
は
前
回
針
山
畑
孝
貞
・奥
村
資
岐
府
開
・奥
村
伊
像
時

成
及
び
木
多
政
長
四
人
で
あ
っ
た
。
元
徹
四
年
意
ね

て
何
制
限
初
り
、
八
年
長
大
間
守
向
山
地
叙
併
せ
ら
れ
、

ダ
イ
リ
ヨ
ウ
ノ
大
領
野
能
安
部
大
積
中
の
西

南
一
怖
の
地
を
、
往
時
は
大
筒
野
と
い
う
た
。
=
一
州

奇
淡
に
、
『
此
大
鎖
野
の
巾
、
訟
の
一
村
お
き
所
あ

り
。
丹
羽
氏
の
ほ
堂
を
火
山
町
せ

L
h抗
原
な
り
。
此
田
山

希
有
な
る
木
魂
あ
り
。
東
北
の
聞
に
向
ひ
て
呼
ぶ
時

は
、
野
〈
L
て
前
後
二
肢
の
答
を
な
す
。
い
づ
く
の

既
に
か
部
く
な
る
べ
き
。

一丸
く
こ
た
へ
来
る
な
り
。
』

と
あ
る
。


